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屋 外 広 告 物 の 設 置 (表 示 )等 の 手 順  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

事前相談をお勧めします。 

所沢市(建築指導課)の現地調査 

許可申請書の補正(訂正) 

許 可 決 定  

申請書副本(許可書)の受領 

着工・・・・・・・・完成 

許 可申請書の提出 
手数料の納付   

申請者（設置計画立案） 
・工事する広告業者は県知事に登録が必要。 

・高さが４ｍを超える広告物は管理者が必要。 

・高さが４ｍを超える広告物は、工作物の確認 

(建築基準法)が必要。 

・広告物を道路に突き出す場合は、道路占用 

許可(道路法)が必要。 

・色彩､規模､位置等ご相談ください。 

・申請書は、窓口に直接ご持参ください。 
＜新規・許可期間更新・変更改造＞ 

・必要書類は、次頁をご覧ください。。 

・手数料は、受付時に現金納付してください。 

・申請物件と周辺の物件調査を行います。 
※立会いが必要なときはご連絡します。 

・申請書類の訂正をお願いすることがあります。 

・申請受付から許可書(申請書副本)を交付す 

 るまでの標準処理期間は『４日間』です。 

・審査結果を電話連絡しますので、原則として、 

窓口で許可書を受領してください。 

 
 ・許可を受けてから着工してください。 

 
 

所沢市(建築指導課)の検査 
および許可証の貼付(押印) 

 
 

・完成予定日以降に現地を検査します。 
※立会いが必要なときはご連絡します。 

・許可内容と異なる場合は是正を求めます。 
 

★許可事項の変更や更新の際は、申請や届出等の手続きが必要となります。★ 


